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裁 判 例 を 表 形 式 で 簡 潔 に ま と め て い ま す 。
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交
：
直
・
直

信
号

機
に

よ
る

交
通

整
理

の
行

わ
れ

て
い

な
い

交
差

点
に

お
い

て
、

加
害

車
両

と
出

合
頭

に
衝

突
し

た
被

害
車

両
の

過
失

（
R3
.3

.1
2名

古
屋

地
判

・
交

通
民

54
.2

.3
57

）

事 故 態 様

H2
8.
10
.1
・

PM
10
：
15

車
両
相
互
（
加
害
車
両
・
被
害
車
両
：
普
通

乗
用
自
動
車
）

信
号
機
に
よ
る
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
な

い
交
差
点
に
お
い
て
、
被
害
車
両
と
加
害

車
両
が
出
合
頭
に
衝
突

道 路 状 況 等

交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
な
い
交
差

点

南
北
道
路
：
片
側
１
車
線
、
白
色
破

線
の

中
央

線
あ

り
、
速

度
制

限

40
k
m
/h

、
車
道
幅
員
６
m

東
西
道
路
：
片
側
１
車
線
、
白
色
破

線
の
中
央
線
あ
り
、
一
時
停
止
規

制
あ

り
、
速

度
制

限
40
k
m
/h

、

車
道

幅
員

：
西

側
5.
6m

、
東

側

６
m

本
件
交
差
点
内
に
は
、
白
色
の
表
示

が
消
え
か
け
て
は
い
た
も
の
の
南

北
道
路
の
中
央
線
が
設
け
ら
れ
て

い
た

過 失 割 合

30
％

判 決

被
害
車
両
に
つ
い
て
も
、
南
北
道
路
が
優
先
道
路
と
は
い
え
、
そ
の
中
央
線
の
標
示
は
消

え
か
か
っ
て
お
り
、
交
差
道
路
で
あ
る
東
西
道
路
の
幅
員
は
南
北
道
路
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、

南
北
道
路
の
優
位
性
が
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
限

り
安
全
な
速
度
と
方
法
で
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
り
、
漫
然
と
制
限
速
度
を
超
え
る
速
度
を
維
持
し
た
ま
ま
進
行
し
、

急
ブ
レ
ー
キ
が
間
に
合
わ
ず
に
本
件
事
故
発
生
に
至
っ
た
過
失
が
認
め
ら
れ
る
。
被
害
者

ら
は
、
南
北
道
路
の
方
が
東
西
道
路
に
比
べ
て
交
通
量
が
明
ら
か
に
多
く
、
そ
の
優
位
性

は
明
ら
か
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
以
上
の
過

失
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
と
、
そ
の
過
失
割
合
は
被
害
車
両
30
％
と
認
め
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
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横
断
・
直

深
夜

、
酒

気
帯

び
、

無
灯

火
の

状
態

で
横

断
歩

道
の

対
面

信
号

は
赤

色
で

あ
っ

た
の

に
、

や
や

斜
め

横
断

気
味

に
道

路
を

横
断

し
よ

う
と

し
た

と
こ

ろ
、

加
害

車
両

と
衝

突
し

た
被

害
車

両
の

過
失

（
R1
.1

1.
29

大
阪

地
判

・
交

通
民

52
.6

.1
44
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事 故 態 様

H2
9
.2
.1
4・

PM
11
：
24

車
両

相
互
（
加

害
車

両
：

普
通

乗
用

自
動

車
・
被
害
車
両
：
自
転
車
）

被
害
者
が
本
件
道
路
を
被
害
車
両
に
乗
っ
て

横
断
中
、
被
害
者
の
左
方
向
か
ら
道
路
を

直
進
し
て
き
た
加
害
者
運
転
の
加
害
車
両

（
タ
ク
シ
ー
）
と
出
合
頭
に
衝
突

道 路 状 況 等

片
側
２
車
線
道
路

速
度
制
限
：
50
k
m
/h

市
街
地
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

等
の
照
明
が
点
い
て
お
り
比
較
的

明
る
い

過 失 割 合

65
％

判 決

被
害
者
が
行
っ
て
い
た
斜
め
横
断
の
程
度
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
は
い
え
、
無
灯
火

や
飲
酒
な
ど
の
要
素
が
な
け
れ
ば
、
事
故
発
生
を
回
避
し
、
あ
る
い
は
事
故
の
程
度
が
軽

減
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
付
近
の
横
断
歩
道
に
設
置
さ
れ
た
信
号
が
赤
色
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
横
断
歩
道
に
近
い
場
所
で
本
件
道
路
を
横
断
し
よ
う
と
す
る
被
害

者
の
運
転
態
様
は
、
道
路
を
走
行
す
る
車
両
か
ら
は
予
測
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
被
害
者
の
過
失
は
、
相
当
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
以
上
に

述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
被
害
者
の
損
害
に
つ
い
て
は
65
％
の
割
合
で
過
失
相
殺
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
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路
外
・
直

被
害

車
両

が
本

件
駐

車
場

か
ら

歩
道

を
横

切
っ

て
南

行
車

線
へ

と
左

折
進

行
し

た
と

こ
ろ

、
同

車
線

を
制

限
速

度
の

２
倍

の
速

度
で

南
進

し
て

き
た

加
害

車
両

Ａ
の

後
部

左
角

に
衝

突
し

た
事

故
に

つ
き

、
被

害
車

両
の

過
失

（
R5
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7
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地
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通
民

56
.2

.4
27

）

事 故 態 様

H3
0.
12
.1
3・

PM
11
：
44

車
両
相
互
（
加
害
車
両
Ａ
：
大
型
自
動
二
輪

車
・
被
害
車
両
：
普
通
乗
用
自
動
車
）

被
害
車
両
が
本
件
駐
車
場
か
ら
歩
道
を
横
切

っ
て
南
行
車
線
へ
と
左
折
進
行
し
た
と
こ

ろ
、
同
車
線
を
高
速
で
南
進
し
て
き
た
加

害
車
両
Ａ
の
後
部
左
角
に
衝
突

道 路 状 況 等

片
側
２
車
線
道
路

速
度
制
限
：
50
k
m
/h

過 失 割 合

40
％

判 決

加
害

車
両

Ａ
は
、
本

件
事

故
当

時
上

記
制

限
速

度
の

２
倍

に
当

た
る

少
な

く
と

も

10
0k

m
/h

程
度
の
速
度
で
走
行
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
速
度
違
反
の
程
度
は
、
過
失
割

合
の
修
正
事
情
を
大
幅
に
超
え
る
程
度
に
重
い
と
い
え
る
こ
と
、
衝
突
箇
所
は
後
部
左
角

で
あ
る
と
こ
ろ
を
勘
案
す
る
と
、
大
幅
な
速
度
超
過
を
し
た
加
害
車
両
Ａ
の
過
失
が
相
対

的
に
大
き
い
と
評
価
で
き
る
。
一
方
、
被
害
車
両
に
は
他
の
車
両
等
の
正
常
な
交
通
を
妨

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
道
路
外
の
施
設
も
し
く
は
場
所
に
出
入
り
す
る
た
め
の

左
折
を
し
て
は
な
ら
な
い
注
意
義
務
が
あ
る
と
こ
ろ
、
加
害
車
両
Ａ
と
衝
突
す
る
こ
と
は

な
い
と
軽
信
し
て
、
本
件
駐
車
場
か
ら
南
行
車
線
に
左
折
進
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
上
記

注
意
義
務
に
違
反
し
た
過
失
が
あ
る
。
本
件
事
故
に
つ
い
て
の
被
害
車
両
の
過
失
割
合
は

40
％
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
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：
右
・
直

五
差

路
交
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点

で
の

青
信

号
に

従
っ

て
交

差
点

進
入

し
た

と
こ

ろ
、

信
号

機
の

規
制

効
力

の
及

ば
な

い
狭

路
の

交
差

道
路

か
ら

交
差

点
に

右
折

進
入

し
た

加
害

車
両

と
衝

突
し

た
被

害
車

両
の

過
失

（
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.1

1.
18

大
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地
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通
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事 故 態 様

H3
0.
8.
17
・

PM
9
：
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車
両

相
互
（
加

害
車

両
：

普
通

乗
用
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